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令和 年 月 日 
建設廃棄物処理委託契約書 

 
 
 
※ 印紙税額は裏面参照 

甲、乙、丙を記入し、下記契約区分のいずれか一つ該当するものを○で囲み、甲と乙、甲と丙若しくは甲、乙及び丙の

契約当事者のみ押印する。 

  契約区分（収集運搬用・処分用・収集運搬及び処分用） 

  住 所  

 事 業 者   名 称   

  （甲）   代表者                （以下甲という） 

  住 所  

  名 称  

第  区間     代表者                    （以下乙という） 
 収集運搬会社   許可番号（発生場所  積替・保管施設) （積替・保管場所 処分場所） 
     
  （乙）     （都道府県 北海道 ）        （都道府県 北海道 ） 

  許可品目（産業廃棄物） がれき類、ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず、金属くず、 
         廃プラスチック類、木くず、紙くず、繊維くず、汚泥、その他（許可証参照） 
      石綿含有産業廃棄物（がれき類、ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず、 

廃プラスチック類、その他（ 許可証参照   ）） 
 水銀使用製品産業廃棄物（ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず、 

金属くず、廃プラスチック類、その他（ 許可証参照 ）） 
    （特別管理産業廃棄物）廃石綿等、その他（ 許可証参照 ） 

  許可車両（   ）台 
  住 所 江別市角山 69 番地 4 
  名 称 角山開発株式会社 

 処 分 会 社   代表者 代表取締役 湯藤 学     （以下丙という） 
  （丙）   許可番号  第 00140005112 号・第 00190005112 号(特管) （都道府県・北海道 ） 

 許可区分 中間処理 最終処分 広域認定 
  許可品目（産業廃棄物） がれき類、ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず、金属くず、 

         廃プラスチック類、木くず、紙くず、繊維くず、汚泥、その他（許可証参照） 
      石綿含有産業廃棄物（がれき類、ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず、 

廃プラスチック類、その他（ 許可証参照 ）） 
 水銀使用製品産業廃棄物（ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず、 

金属くず、廃プラスチック類、その他（ 許可証参照 ）） 
    （特別管理産業廃棄物）廃石綿等、その他（廃油、廃酸、廃アルカリ、感染性廃棄物） 

甲と乙、甲と丙、若しくは甲と乙と丙は、後記「委託業務の内容」に記載された産業廃棄物（特別管理産業廃棄物を含む。以下「廃棄物」という。）の収集運搬又は処分（以下併せて

「処理」という。）を廃棄物の処理及び清掃に関する法律（以下「法」という。）に従い適正に行うため、以下のとおり建設廃棄物処理委託契約（以下「本契約」という。）を締結する。 

（委託内容） 

第１条 甲は、「委託業務の内容」に基づき、廃棄物の収集運搬を乙に、その処分を丙にそれぞれ委託する。 

２．乙は、建設廃棄物処理委託契約約款（以下「約款」という。）の定め並びに法に従い、廃棄物を「委託業務の内容」に示す丙の施設まで許可された車両で適正に運搬する。 

３．丙は、約款の定め並びに法に従い、廃棄物を「委託業務の内容」に示す方法により許可された施設にて適正に処分する。 

４．甲、乙及び丙は、業務の遂行にあたって関係法令を遵守するものとし、特に甲及び丙は、廃棄物の最終処分（再生含む）が終了するまでの一連の処理の行程における処理が適

正に行われるために必要な処置を講じるものとする。 

５．甲、乙及び丙は、廃棄物が土壌汚染対策法の汚染土壌にも該当する場合、本契約のほか、別途締結する汚染土壌運搬・処理委託契約書を遵守するものとする。なお、この場合、

当該契約書第6条の「委託料」とは、次条に定める料金を指すものとし、別には発生しない。またこの場合、当該料金は次条2項のみならず当該契約書第6条所定の要件も満

たした場合に支払われるものとする。 

（処理料金） 

第２条  乙又は丙は、委託内容の終了した部分について、当該部分に対する収集運搬料金又は処分料金を「委託業務の内容」に示す契約単価に基づき、甲に請求することができる。 

２．収集運搬料金及び処分料金は甲の定める支払方法に基づき、次のとおり支払う。 

１）甲は、建設系廃棄物マニフェスト又は電子マニフェスト（法に定める電子情報処理組織を使用するものをいう。以下、同じ）により、丙への運搬の終了を確認後、乙に収

集運搬料金を支払う。 

２）甲は、建設系廃棄物マニフェスト又は電子マニフェストにより、最終処分の終了を確認後、丙に処分料金を支払う。 

３．収集運搬及び処分に関する契約単価の額が経済情勢の変化等により不相当になった場合は、甲と乙、甲と丙双方の協議によりこれを変更することができる。 
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排出事業者となる会社の住所・会社名・代表

者をご記載ください 

弊社に処分のみの委託の場合は真ん中に押印をしてください。 
収集運搬及び処分の委託の場合は右に押印してください。 

弊社に運搬（積替保管を含む）をご希望の場

合を除き、こちらの欄には記入しないでくだ

さい。 
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〔委託業務の内容〕 
 1.   工 事 名   工事名をご記載ください。     
 2.   排出場所   工事場所の住所をご記載ください。     
 3.   委託期間  令和  年  月  日 から 令和  年  月  日まで  
 4.  積替・保管の有無 （有・無） 
ａ）施設の内容 

会社名 角山開発株式会社 施設所在地 

江別市角山 425 番地 14 

江別市角山 69 番地 30 

赤平市共和町 556 番地 144 

許 可 品 目 
（産業廃棄物）がれき類、ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず、金属くず、廃プラスチック類、木くず、紙くず、繊維くず、汚泥、廃油(ﾀｰﾙﾋﾟｯﾁ類)その他（許可証参照）  

         石綿含有産業廃棄物（がれき類、ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず、廃プラスチック類、紙くず、木くず、繊維くず、ゴムくず、金属くず、その他（        ））  

保 管 上 限 
保管場所 1(27.6m3),保管場 2(88.0m3),保管場所 3(48.0m3),保管場所 4(5.6m3),保管場所 5(0.25m3), 

保管場所 6(3.08m3),保管場所 7(11.4m3),保管場所８(2.0 m3) ,保管場所 9(27.6 m3)，保管場所 10(59.2 m3) 

※保管場所の許可品目については別紙許可証参照 

ｂ）乙の運搬区間（該当するものを○で囲む） 

  （排出場所 積替・保管施設）から（積替・保管施設 処分施設）まで 

ｃ）安定型産業廃棄物であるときは、積替え又は保管場所において他の廃棄物と混合することの許否（許・否） 

 ｄ）安定型産業廃棄物と管理型産業廃棄物とを混合して委託する場合、積替え又は保管場所において、手選別を行う

ことの許否（許・否） 
5．廃棄物の種類・数量・契約単価及び処分会社（丙）の許可内容 

注：処理能力は、同一の処分方法が複数ある場合には、該当する処理能力欄のいずれか一つに記載する。 
※：収集運搬契約の際、数量の単位が「台」の場合は、必要な情報欄に車種を記載する。 

廃棄物の種類 
契 約 単 価 

予定数量 
(c) 

処分会社の許可内容 

収集運搬(a) 処 分(b) 処分方法 施設

番号 施設の名称・所在地･処理能力 

コンクリートがら  
円／ (t,m3,台  )  円／t 

 
ｔ 破砕･選別･埋立  

1.美原処分場 

江別市美原 1515 番 1外 

処理能力  16,075ｍ2  

47,121ｍ3 

2.赤平処分場 

赤平市共和町 556番 9外 

処理能力  17,644ｍ2 

126,00ｍ3 

赤平市共和町556-138外 

処理能力  11,500ｍ2 

126,744ｍ3 

3.焼却施設 

江別市角山 69 番 9,10 

 処理能力 42.67t/日 

      1.778t/ｈ 

 

4.破砕施設 1 

江別市角山 425 番 2 

（木くず） 

処理能力 249.53ｔ/日 

      31.19ｔ/ｈ 

 

5.破砕施設 2 

江別市角山 425 番 14 

(がれき類) 

 処理能力  560ｔ/日 

        70ｔ/ｈ 

 

6.破砕施設 4 

江別市角山 69 番 9 

処理能力 

(廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類) 50.4t/日

(紙くず)      64.6t/日 

(木くず)      68.0t/日 

(繊維くず ) 57.0t/ 日 

(ゴムくず)    71.7t/日 

(金属くず)    76.4t/日 

(ｶﾞﾗｽくず、ｺﾝｸﾘｰﾄくず及

び陶磁器くず) 67.6t/日 

 

7.破砕施設 5 

江別市角山 425 番 2 

（木くず） 

処理能力  155.84ｔ/日 

      19.48ｔ/ｈ 

赤平市共和町 556 番 144 

処理能力  

(廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類)43.28t/日 

(紙くず)   74.16t/日  

(木くず)   155.84t/日 

(繊維くず)  49.44t/日 

 

 
8.破砕施設 6 

赤平市共和町 556 番 144 

(がれき類) 

処理能力    400t/日 

        50t/ｈ 

 

9.破砕施設 7 

江別市角山 169 番 39,40 

(がれき類) 

処理能力 720t/日 

       90t/h 

 

10.破砕施設 8 

江別市角山 69 番 30 

(水銀使用製品産業廃棄物) 

処理能力 1.696t/日 

       0.212t/ｈ 

 

11.圧縮施設 

江別市角山 425 番 13 

 処理能力 

  (廃プラ) 222.72t/日 

  (紙くず) 190.88t/日 

 

12.RPF の製造施設 

江別市角山 425 番 2,18 

処理能力  45.0t/日 

3.75t/ｈ 

 

13.選別施設 

江別市角山 69 番 30 

処理能力 560ｍ３/日 

        70ｍ３/ｈ 

 

ア ス フ ァ ル ト ・ 
コンクリートがら  円／ (t,m3,台  )  円／t  ｔ 

破砕･選別･埋立  
その他がれき類 

（          )  円／ (t,m3,台  )  円／t  t 
破砕･選別･埋立  

ガラスくず・コンクリー
トくず及び陶磁器くず  円／ (t,m3,台  )  円／t  t 

破砕･選別･埋立  

廃 プ ラ ス チ ッ ク 類  
円／ 

(t,m3,台  )  円／t 
 
t 

破砕･選別･埋立 
（       ）  

金 属 く ず  円／ (t,m3,台  )  円／t  t 選別･(   )   

紙 く ず  円／ (t,m3,台  )  円／t  ｔ 選別･(   )   

木 く ず  円／ 

 

(t,m3,台  )  円／t  t 
破砕･選別･埋立 

（       ）  

繊 維 く ず  円／ (t,m3,台  )  円／t  t RPF の製造  

廃 石 膏 ボ ー ド  円／ (t,m3,台  )  円／t  t 選別･埋立  

建 設 汚 泥  円／ (t,m3,台  )  円／t  ｔ 焼却･埋立   

廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類(混合物)  円／ (t,m3,台  )  円／t  t 破砕･選別･埋立   
水 銀 使 用 製 品 産 業 廃 棄 物 
(                )  

円／ 

(t,m3,台  )  円／t  t 破砕   

石
綿
含
有 

産
業
廃
棄
物 

が れ き 類  円／ (t,m3,台  )  円／t  ｔ 埋立   
 

 円／ (t,m3,台  )  円／t  t 埋立   

廃プラスチック類  円／ (t,m3,台  )  円／t  ｔ 埋立   
そ
の
他 

  円／ (t,m3,台  )  円／t  ｔ 選別   

  円／ (t,m3,台  )  円／t  ｔ    
特

管

産

廃

廃 石 綿 等  円／ (t,m3,台  )  円／t  ｔ 埋立   

  円／ 
(t,m3,台  )  円／t  ｔ    

合 計 予 定 数 量   t 必要な情報（性状及び荷姿等）※ 

合 計 予 定 金 額 
収集運搬(a)×(c) 処 分  (b)×(c)  

 円  円 

事前協議の要否 要 ・ 否 

ガ ラ ス く ず ・ 
コンクリー トくず 
及び陶磁器くず 
 

工期・廃棄物排出時期を記載してください。 

廃棄物の予定数量を重量でご記載ください。 

廃棄物の種類に記載がない場合はこちらの欄をご

使用ください。 

2 

3 4 

3 

4 

合計数量・合計金額をご記載ください。 

処分費(b)をご記載ください。 
積替保管が必要となる場合、収集運搬費(a)
のご記載も必要となります。 

有 の場合のみ b~d を下記のように記載ください。 5 
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排出事業者となる法人・事業主の住所・社名・代表者を記載（または横判を押印）し、契約印を 
押してください。 
工事の場合は、元請業者が排出事業者となります。 

 
 

工事名・排出場所・委託期間を記載してください。 
    工事名は実際にマニフェストに記載予定の名称でお願いいたします。 
    委託期間は実際に廃棄物を排出してから処理が完了するまでの期間となります。 

排出してから処分完了まで日数を有する場合もございますので、余裕を持った期間をご記載ください。 
（処理完了まで通常 7~10 日ほど日数を頂いております。例外として廃蛍光管等は 2 か月程度） 

 
 

排出予定の廃棄物の概算数量(ｔ)を記載してください。 
排出予定の品目がどこに該当するか不明な場合は弊社にお問合せを頂くか 
HP 内の「料金表」、「受入可能品目」をご参照ください。 
※HP 内「廃棄物処理をお考えの方」→「法人・事業主の方」→①ご相談「受入可能品目」 

 
 

排出予定の廃棄物の単価を記載してください。 
処分のみの委託であっても廃棄物の種類によっては、積替保管が必要となる場合があるため、 
処分費(b)の他に収集運搬費(a)も記載が必要です。その場合、⑧の契約区分も「収集運搬及び処分用」 
となります。 
それらについては HP 内の「料金表」、「受入可能品目」をご参照ください。 
※HP 内「廃棄物処理をお考えの方」→「法人・事業主の方」→①ご相談「受入可能品目」 

 
 
 積替保管が必要となった場合のみ、この欄をご記載ください。 
 
 
  合計金額に合わせた印紙を貼ってください。その上に割り印もお願いいたします。 

印紙の金額については下記をご参照ください。 
 
 
 
 
 
 

弊社に委託する業務内容に応じて、押印してください。 
収集のみ     左に押印 
処分のみ   真ん中に押印 
収集及び処分   右に押印 

 
 

弊社に委託する業務内容に応じて、契約区分をお選びください。 
 
 
 契約日の日付をご記載ください。 
 
※契約書の記載内容に関して、ご不明な点がある場合はこちらで記載致しますので、空

欄のままお持ちください。 

 印紙税法に基づき、収集運搬については１号文書、処分は２号文書、収集運搬・処分とも１社が行う場合は、収集運搬若しくは処分の合計予定金額の高い方に対して該当する印紙税
額を貼る。（平成１７年４月現在） 
  １号文書（収集運搬用）                                               ２号文書（処分用） 
   1 万円 未満  非課税 1,000 万円 以下  10,000 円       1 万円 未満    非課税  1,000 万円 以下  10,000 円 
   10 万円 以下    200 円 5,000 万円 以下  20,000 円     100 万円 以下    200 円  5,000 万円 以下  20,000 円 
   50 万円 以下    400 円     1 億円 以下  60,000 円     200 万円 以下    400 円      1 億円 以下  60,000 円 
  100 万円 以下  1,000 円     5 億円 以下 100,000 円     300 万円 以下  1,000 円      5 億円 以下 100,000 円 
  500 万円 以下  2,000 円               500 万円 以下  2,000 円  
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